
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

公

告

】

○

令

和

元

年

度

第

一

回

工

事

整

備

対

象

設

備

等

の

消

防

保

安

課

工

事

又

は

整

備

に

関

す

る

講

習

の

実

施

岡

山

県

公

報
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〔
二
二
四
〕
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
七
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
令
和
元

年
度
第
一
回
工
事
整
備
対
象
設
備
等
の
工
事
又
は
整
備
に
関
す
る
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

講
習
の
日
時
、
講
習
区
分
及
び
場
所

講
習
年
月
日

時

間

講
習
区
分

場

所

令
和
元
年
七
月
十
七
日

午
前
九
時
二
十
五

警
報
設
備

岡
山
市
北
区
駅
元
町
一

（
水
曜
日
）

分
か
ら
午
後
四
時

九
番
二
号

五
十
分
ま
で

岡
山
県
医
師
会
館

令
和
元
年
七
月
十
八
日

午
前
九
時
二
十
五

消
火
設
備

（
木
曜
日
）

分
か
ら
午
後
五
時

二
十
分
ま
で

令
和
元
年
七
月
十
九
日

午
前
九
時
二
十
五

避
難
設
備
・
消
火
器

（
金
曜
日
）

分
か
ら
午
後
四
時

二
十
分
ま
で

二

受
講
対
象
者

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
三
十
三
条
の
十
七
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
講
習
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
消
防
設
備
士

三

講
習
科
目

１

工
事
整
備
対
象
設
備
等
（
消
防
法
第
十
七
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
整
備
対
象
設
備
等

を
い
う
。
以
下
同
じ

）
関
係
法
令
及
び
防
火
に
関
す
る
他
法
令
等
に
関
す
る
事
項

。

２

工
事
整
備
対
象
設
備
等
の
工
事
又
は
整
備
等
に
関
す
る
事
項

四

効
果
測
定

三
の
講
習
修
了
後
、
三
十
分
程
度
の
効
果
測
定
を
行
う
。

五

講
習
科
目
の
免
除
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受
講
し
よ
う
と
す
る
日
前
六
月
以
内
に
一
の
講
習
区
分
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
講
習
を
受
講
し
て
い

る
者
は
、
三
１
の
講
習
科
目
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

六

受
講
申
請
手
続

１

所
定
の
受
講
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
九
の
提
出
先
に
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ

と
。

２

一
の
講
習
区
分
ご
と
に
一
通
を
提
出
す
る
こ
と
。

３

受
講
申
請
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
封
筒
に
「
消
防
設
備
士
講
習
申
請
」
と
朱
書
す
る
こ
と
。

七

受
講
手
数
料

１

一
の
講
習
区
分
ご
と
に
七
千
円
相
当
額
の
岡
山
県
収
入
証
紙
を
受
講
申
請
書
に
貼
り
付
け
て
納

付
す
る
こ
と
。
な
お
、
証
紙
に
は
消
印
し
な
い
こ
と
。

２

受
講
申
請
書
を
受
け
付
け
た
後
は
、
受
講
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
受
講
手
数
料
は
返
還
し
な
い
。

八

受
講
申
請
書
の
受
付
期
間

令
和
元
年
六
月
十
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
四
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四

時
ま
で

九

受
講
申
請
書
の
提
出
先

〒
七
〇
三

八
二
七
八

－

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
一
番
一
七
号

岡
山
県
備
前
県
民
局
古
京
庁
舎
二
階

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
消
防
設
備
協
会

十

そ
の
他

詳
細
に
つ
い
て
は
、
一
般
社
団
法
人
岡
山
県
消
防
設
備
協
会
（
電
話
〇
八
六

二
七
二

九
九
八

－
－

八
）
又
は
岡
山
県
消
防
保
安
課
（
電
話
〇
八
六

二
二
六

七
二
九
六
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

－
－
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